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特
定
無
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設
備
の
技
術
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準
適
合
証
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に
関
す
る
規
則
（
昭
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五
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六
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郵
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号
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別
表
第
一
号 

技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
（
第
六
条
及
び
第
二
十
五
条
関

係
） 

別
表
第
一
号 

技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
（
第
六
条
及
び
第
二
十
五
条
関

係
） 

一 

技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
は
、
次
の
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。 

 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

 

(3) 

特
性
試
験 

 
 
 

申
込
設
備
に
つ
い
て
、
次
に
従
つ
て
試
験
を
行
い
、
か
つ
、
技
術
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
。 

 
 

ア 

次
の
表
の
一
の
欄
に
掲
げ
る
装
置
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
二
の
欄
に
掲
げ
る

試
験
項
目
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
三
の
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
等
を
使
用
し

て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
試
験
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
方
法
に

よ
り
同
表
の
四
の
欄
の
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従
つ
て
試
験
を
行
う
。 

一 

技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
は
、
次
の
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。 

 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

 

(3) 

特
性
試
験 

 
 
 

申
込
設
備
に
つ
い
て
、
次
に
従
つ
て
試
験
を
行
い
、
か
つ
、
技
術
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
。 

 
 

ア 

次
の
表
の
一
の
欄
に
掲
げ
る
装
置
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
二
の
欄
に
掲
げ
る

試
験
項
目
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
三
の
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
等
を
使
用
し

て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
試
験
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
方
法
に

よ
り
同
表
の
四
の
欄
の
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従
つ
て
試
験
を
行
う
。 

 
 
 
 

（
表 

略
） 

 
 
 
 

（
表 

略
） 

 
 

注
１
～
６ 

（
略
） 

 
 

注
１
～
６ 

（
略
） 

７ 

三
一
二
MHz
を
超
え
三
一
五
・
二
五
MHz
以
下
、
四
〇
二
MHz
を
超
え
四
〇
五

MHz
以
下
、
四
三
三
・
六
七
MHz
を
超
え
四
三
四
・
一
七
MHz
以
下
、
二
、
四
〇

〇
MHz
以
上
二
、
四
八
三
・
五
MHz
以
下
、
一
〇
・
五
GHz
を
超
え
一
〇
・
五
五

GHz
以
下
又
は
二
四
・
〇
五
GHz
を
超
え
二
四
・
二
五
GHz
以
下
、
五
七
GHz
を

超
え
六
六
GHz
以
下
又
は
六
七
GHz
を
超
え
七
七
GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。 

７ 

三
一
二
MHz
を
超
え
三
一
五
・
二
五
MHz
以
下
、
四
〇
二
MHz
を
超
え
四
〇
五

MHz
以
下
、
四
三
三
・
六
七
MHz
を
超
え
四
三
四
・
一
七
MHz
以
下
、
二
、
四
〇

〇
MHz
以
上
二
、
四
八
三
・
五
MHz
以
下
、
一
〇
・
五
GHz
を
超
え
一
〇
・
五
五

GHz
以
下
又
は
二
四
・
〇
五
GHz
を
超
え
二
四
・
二
五
GHz
以
下
、
五
九
GHz
を

超
え
六
六
GHz
以
下
又
は
六
七
GHz
を
超
え
七
七
GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。 

 
 
 

８
～
16 

（
略
） 

 
 
 

８
～
16 

（
略
） 

 
 

イ
・
ウ 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

 
 

イ
・
ウ 
（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

 


